
令和６年９月３日（火） 

北九州市発達障害者支援地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告① 

発達障害児者支援における効果的な

情報集約や情報発信の具体化について 

 



 

 

令和 6 年度 発達障害者支援地域協議会 協議計画 

 

 

１ 令和 6 年度取組み内容 

 （１）発達障害児者支援における効果的な情報集約や情報発信の具体化 

・令和５年度設置したワーキンググループでの検討結果を踏まえ、発達障害者支援セン

ターつばさを中心に、関係機関の協力を得ながら、効果的な情報集約、情報発信に向

け取組む。 

 

 

 （2）発達障害児者支援に関する支援者(コーディネーター等)の交流機会の確保 

   ・発達障害児者の支援に関する意見交換や情報交換等の場を、障害者自立支援協議会 

等既存の仕組みの活用も含め設置を目指す。 

 

 

 （３）強度行動障害支援について 

・具体的な施策に向けた協議の場を引き続き障害者自立支援協議会に位置づけ、検討 

 する（内容：アウトリーチ支援体制の具体的案）。検討経過等は、当協議会へ報告する。 

   ・障害福祉サービス事業所の強度行動障害支援に関する体制等の実態把握を行う。 

 

 

 

 

 

２ 実施回数 

  年２回 

（１）第 1 回 令和 6 年 9 月 3 日（火）  

（２）第 2 回 令和 7 年 2 月～３月（予定） 

  

 

   

令和 6年 9月 3日  
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発達障害児者のための支援機関ガイド（案）の作成について 

 

 

 

１ 作成主旨 

   発達障害児者の支援を行っている支援機関の情報をまとめ、北九州市発達障害者支援 

センターつばさのホームページより閲覧（ダウンロード）できるようにすることで、主に支援 

に関わる方々に活用いただけることを目指し、作成するもの。 

 

 

 

２ 収集する情報について 

 支援機関の事業内容（誰を対象にどういったことを行うところか）、連絡先等を、各支援

機関から情報収集し、それをつばさのホームページ上で掲載する。 

    

   

 

３ スケジュール 

           ～令和６年 9 月   発達障害者支援センター、市で情報取集内容を検討 

  令和６年１０月～            支援関係機関への情報収集依頼 

  令和６年１２月              情報の取りまとめ 

  令和７年以降              つばさのホームページでの掲載 

                         支援関係機関へ案内（周知） 

  

   

令和６年９月３日  精神保健・地域移行推進課 



令和 6 年 9 月 3 日 北九州市発達障害者支援センター 

発達障害者のための支援機関ガイド（案） 

北九州市発達障害者支援センターホームページ掲載のイメージ 

 

① トップページ   

その他機関 

 

 

 

 

➁ 「その他機関」のページ 

   「発達障害児者支援のための支援機関ガイド」をクリックすると、冊子形式（PDF）の情報を 

閲覧・印刷できるようにする。 

   掲載内容、各機関の情報収集のためのアンケートは、別紙の通り。 

   了承が得られた機関については、ホームページにアクセスできるようリンクを貼る。 

   

    

    

 

 

 

 

 

 

北九州市 発達障害児者支援のための支援機関ガイド 挿入位置 



令和 6 年 9 月 3 日 北九州市発達障害者支援センター 

 
発達障害児者のためのガイドの掲載内容について（案） 

 
Ⅰ はじめに 
Ⅱ もくじ 
Ⅲ ライフステージに応じた支援機関の図 
Ⅳ 支援機関    

1. 各区役所の窓口  
（健康相談コーナー、子ども・家庭相談コーナー、高齢者・障害者相談コーナー）   

2. 総合療育センター 
3. 子ども総合センター 
4. 発達障害者支援センター「つばさ」 
5. 障害者基幹相談支援センター 
6. 障害者虐待防止センター 
7. 特別支援教育相談センター 
8. 障害福祉センター 
9. 幼稚園・認定幼稚園における障害児通園 
10. 認可保育所における障害児保育            
11. 直営保育所における親子通園 
12. 児童発達支援センター 
13. 小学校・中学校 通級による指導 
14. 小学校・中学校 特別支援学級 
15. 特別支援学校 
16. ハローワーク（公共職業安定所） 
17. 子ども・若者応援センター「YELL」 
18. 北九州市ひきこもり地域支援センター「すてっぷ」 
19. 北九州若者サポートステーション 
20. 若者ワークプラザ北九州 
21. 北九州障害者しごとサポートセンター 
22. 福岡障害者職業センター北九州支所 
23. 障害児を対象とした障害福祉サービス事業所 

それぞれのサービス内容を記載し、市の施設系事業所情報のリンクを貼る 
24．障害者を対象とした障害福祉サービス事業所 

それぞれのサービス内容を記載し、市の施設系事業所情報のリンクを貼る 
25．指定相談支援事業所 

サービスの内容を記載し、市の情報のアドレスのリンクを貼る 
 



 
 

 

 

 

※ 変更点がありましたら、朱字で加筆・修正をおねがいいたします 

⑥子ども総合センター 
＜内容＞ 
子どもに関する悩みや不安などについて、発達障害の有無に関わらず、児童福祉司や心理担当など
の専門スタッフが相談に応じ、いっしょになって考えながら支援していく。 
養育、不登校、非行、虐待などとならび、「言葉が遅れている」などの発達についてや「落ち着き
がない」などの気になる行動についての相談にも応じる。 
児童発達支援センターへの通所、療育手帳の交付、障害児保育意見の交付については、子ども総合
センターでの判定が必要。児童発達支援センターへの通所に必要な受給者証の交付も行う。 
 
（対象）18 歳未満の児童 
（場所）⼾畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 5 階  

＜連絡先 申込方法＞ 
093-881-4556 ※要電話予約 
＜備考＞ 
相談は無料 
開所時間：⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇を除く）8:30〜17:15 

＜掲載可能な場合は、ホームページアドレスを記入ください＞ 
                      

＜その他・追加事項等＞ 
 
 
 
 
 
  

※ 上記に変更がない場合は〇を記入ください    変更なし（    ） 
※ メールでご返信が可能な場合は E-mail ：kitakyu.tsubasa@kitaq-src.jp へお願いいたします。 

送信票   FAX 093-922-5523 
北九州市発達障害者支援センターつばさ 宛て 
送信ご担当者名（           ） 

令和 6 年 9 月 3 日 北九州市発達障害者支援センター 

アンケ―ト（例） 

mailto:kitakyu.tsubasa@kitaq-src.jp

